
 

 

 

 

 

1、ゴミの取り残しについて、自治会からのお願い 
 
皆様のご理解とご協力のおかげで、ゴミの取り残し件数は減少しております。 

一方で、「取り残されたゴミを誰が仕分けするか」という問題が残っております。 

これまでは、環境部の部長と副部長が取り残されたゴミを持ち帰り、仕分けして再度出すという作業をお

こなっておりました。ゴミが取り残される度に、神和台のゴミステーションを環境部が走り回るという状況

が今後も続くとなると、環境部の仕事はあまりに負担が大きすぎるという話になりました。 

そこで、今後は 
  

取り残されたゴミは、その日の掃除当番が 

持ち帰って仕分けをして出しなおす 
 
 

ということでルールを統一します。 

ゴミの取り残し問題は、自分たちの問題です。環境部が全責任を負うことではないと自治会は考えており

ます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

２、1丁目自宅駐車場で発生した車体への器物損害事件について 
 

9/28 と 10/2 にわたって、神和台 1丁目で、自宅の駐車場にとめてあった自動車に、車体側面の前から

後まで長い引っ掻きキズがつけられるという事件が発生しました。警察に連絡をし、近隣のパトロールの

強化をしてもらうこととなりました。またその方は、ご自宅にセンサーライトと防犯カメラを設置されたとの

ことです。今回被害に遭われた方から、このような被害が広がらないようにとのことで、自治会のお知らせ

に載せることをご了承いただいております。十分ご注意ください。      
３、神和台ネットをご活用ください  
神和台ネットで、集会所の利用状況や過去のお知らせ、山陽バスの時刻表、お知らせ 

クイズの答えなどをご覧いただけます。ユーザー名とパスワードが必要なページは、 

どちらも「net」と入力していただくと開くことができます。ぜひ活用してください！ 

 

★☆★☆★☆★☆★☆  ひらめき頭のたいそうコーナー ★☆★☆★☆★☆★☆ 

6+10＝976 
上の式の数字を一つだけ動かして、式を成立させてください。（これができたらＩＱ100以上！？）   
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